
国立大学法人東京農工大学事務組織規程の一部改正 

現行 改正 改正理由 

目次 目次  

第1章 総則(第1条・第2条) 第1章 総則(第1条・第2条)  

第2章 事務組織(第3条－第20条の2) 第2章 事務組織(第3条－第20条の2)  

第3章 所掌事務(第21条－第32条) 第3章 所掌事務(第21条－第32条)  

第4章 雑則(第33条) 第4章 雑則(第33条)  

附則 附則  

 

本則 

 

本則 
 

第3章 所掌事務 第3章 所掌事務  

(企画課) 

第29条 総務部企画課においては、次の事務をつかさどる。 

(企画課) 

第29条 総務部企画課においては、次の事務をつかさどる。 
 

(1)～(4) (略) (1)～(4) (略)  

(5) 大学戦略本部に関すること。 (削る) 大学戦略本部廃止

の際の改正漏れ 

(6) (略) (5) (略)  

(7) (略) (6) (略)  

(8) (略) (7) (略)  

(9) (略) (8) (略)  

(10) (略) (9) (略)  

(11) (略) (10) (略)  

附 則（令和5年3月15日規程第72号） 

この規程は、令和5年3月15日から施行する。 


